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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換部と、
　前記光電変換部で生じた電荷を保持するフローティングディフュージョンと、
　前記フローティングディフュージョンに電気的に接続された増幅トランジスタと、
　電極を有し、前記電極へ供給される信号により、前記フローティングディフュージョン
への電気的な接続状態が切り替え可能に配された容量と、を各々が含み、
　各々が、前記接続状態を切り替えることで、前記増幅トランジスタの入力ノードの容量
値が変更可能である、複数の画素を有する撮像装置であって、
　前記複数の画素の各々は、平面視において、前記電極を挟むように配された、第１領域
と、第２領域とを含む活性領域を有し、
　前記活性領域は、絶縁体分離部又はＰＮ接合分離部である分離部によって囲まれており
、
　前記第１領域及び前記第２領域は、前記電極が配されていない領域であり、
　前記活性領域の一部であって前記電極の下に位置する部分が前記容量の少なくとも一部
を構成しており、
　前記第１領域には、前記フローティングディフュージョンの少なくとも一部を構成する
第１導電型の第１半導体領域が配され、
　前記第２領域には、前記第１導電型とは反対導電型である第２導電型の第２半導体領域
が配されており、
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　前記第２半導体領域の上に、絶縁膜が配されていることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記絶縁膜は、前記第２半導体領域と界面を構成していることを特徴とする請求項１に
記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記第２半導体領域は、前記第２領域において、前記分離部の底の深さまでの少なくと
も一部に配されていることを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第２半導体領域の下部に、前記第２導電型であって、前記第２半導体領域よりも低
濃度である半導体領域が配されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記分離部は、チャネルストップ領域と界面を構成していることを特徴とする請求項１
～４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　コンタクトプラグが、前記絶縁膜を貫通して、前記第２半導体領域に接続されているこ
とを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項７】
　平面視において、前記第２半導体領域と前記電極との間には、前記第２半導体領域と同
導電型であって、前記第２半導体領域よりも低濃度の半導体領域が配されていることを特
徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記活性領域は、前記光電変換部と前記第１導電型の第３半導体領域が配された第１活
性領域と、前記第１半導体領域および前記第２半導体領域が配された第２活性領域とを有
し、前記フローティングディフュージョンは、前記第１半導体領域の少なくとも一部と前
記第３半導体領域の少なくとも一部とにより構成されることを特徴とする請求項１乃至７
のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記複数の画素の各々は、更に、前記光電変換部の信号を前記第３半導体領域に転送す
る転送トランジスタを有し、
　平面視において、
　前記第１活性領域と前記第２活性領域とが第１方向に沿って並んで配されており、
　前記第２活性領域には前記第１方向に直交する第２方向に沿って前記第１半導体領域と
前記第２半導体領域が配され、前記第２活性領域の上には、前記第１半導体領域と前記第
２半導体領域に挟まれるように前記電極が配され、
　前記第１活性領域には、前記第２方向に沿って前記光電変換部と前記第３半導体領域と
が配され、前記第１活性領域の上には、前記光電変換部と前記第３半導体領域に挟まれる
ように前記転送トランジスタのゲート電極が配されることを特徴とする請求項８に記載の
撮像装置。
【請求項１０】
　前記容量は表面型ＭＯＳ容量又は、埋め込み型ＭＯＳ容量を有することを特徴とする請
求項６に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記容量はＰＮ接合容量を有することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記
載の撮像装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の撮像装置において、前記光電変換部に信号電
荷を蓄積する期間であって、且つ前記入力ノードのリセットを行う期間に、前記容量を電
気的に接続状態にすることを特徴とする撮像装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置並びにその駆動方法に関し、特に画素の増幅トランジスタの入力ノー
ドの容量値を変更可能とするための容量の構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画素から出力される信号のダイナミックレンジを拡大するためにフローティング
ディフュージョン（以下、ＦＤ）への電気的な接続状態が切り替え可能となるように容量
を設ける構成が知られている。
【０００３】
　特許文献１には、ＦＤへの容量の電気的な接続状態を切り替えるゲート電極を挟んで、
一方の領域にはＦＤが配され、他方の領域には信号電荷と同導電型の半導体領域が配され
ている構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２０５６３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１は、ゲート電極を挟んでＦＤとは反対側の活性領域には信号電荷と同導電型
の半導体領域を配する構成となっている。活性領域の表面は絶縁膜で覆われており、この
活性領域に配された半導体領域は、絶縁膜と界面を構成している。そして、界面を構成す
る半導体領域の表面の結晶欠陥によって不要電荷を生じ、この不要電荷がＦＤに注入され
、ノイズとなる恐れがある。
【０００６】
　そこで本発明は、このようなノイズの発生を抑制可能な撮像装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の撮像装置は、光電変換部と、光電変換部で生じた電荷が保持されるフローティ
ングディフュージョンと、フローティングディフュージョンに電気的に接続された増幅ト
ランジスタと、第１ゲート電極を有し、第１ゲート電極へ供給される信号により、フロー
ティングディフュージョンへの電気的な接続状態が切り替え可能に配された容量と、を含
み、接続状態を切り替えることで、増幅トランジスタの入力ノードの容量値が変更可能で
ある画素を複数有する撮像装置であって、平面視において、第１ゲート電極を挟むように
配された、第１領域と、第２領域とを含む活性領域を有し、活性領域の一部であって第１
ゲート電極の下部に位置する部分が容量の少なくとも一部を構成しており、第１領域には
、フローティングディフュージョンの少なくとも一部を構成する第１導電型の第１半導体
領域が配され、第２領域には、第１導電型とは反対導電型である第２導電型の第２半導体
領域が配されており、第２半導体領域の上には、絶縁膜が配されていることを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ノイズの発生を抑制可能な撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】撮像装置のブロック図
【図２】画素の回路図
【図３】駆動タイミング図
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【図４】画素の平面模式図
【図５】画素の断面模式図
【図６】画素の平面模式図及び断面模式図
【図７】画素の平面模式図及び断面模式図
【図８】画素の平面模式図及び断面模式図
【図９】画素の平面模式図及び断面模式図
【図１０】画素の平面模式図及び断面模式図
【図１１】画素の平面模式図及び断面模式図
【図１２】駆動タイミング図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１～図５を用いて、本発明に適用可能な撮像装置の実施形態を説明する。各図面にお
いて同じ符号が付されている部分は、同じ素子もしくは同じ領域を指す。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態の撮像装置のブロック図を示す。撮像装置１０１は、画素部
１０２、駆動パルス生成部１０３、垂直走査回路１０４、信号処理部１０５、出力部１０
６を有している。
【００１２】
　画素部１０２は、光を電気信号へ変換し、変換した電気信号を出力する画素を、行列状
に複数有している。駆動パルス生成部１０３は、駆動パルスを生成する。そして、垂直走
査回路１０４は、駆動パルス生成部１０３からの駆動パルスを受け、各画素に制御信号を
供給する。信号処理部１０５は、少なくとも、複数の画素列から並列に出力された信号を
シリアライズして出力部１０６に伝達する。更に信号処理部１０５は、各画素列に対応し
、信号の増幅、ＡＤ変換等を行なう列回路を有していてもよい。
【００１３】
　図２には、本実施形態の画素部１０２に配された１画素の等価回路の一例を示す。本実
施形態では、信号電荷を電子とし、各トランジスタはＮ型のＭＯＳトランジスタとして説
明する。ここでは、第１導電型をＮ型とし、第２導電型を第１導電型と反対導電型のＰ型
とする。ただし、信号電荷には、ホールを用い、各トランジスタとしてＰ型のＭＯＳトラ
ンジスタを用いてもよい。
【００１４】
　また、等価回路は図２に限られるものではなく、一部の構成を複数の画素で共有しても
よい。そして、本発明は、表面側から光が入射する表面照射型撮像装置、裏面側から光が
入射する裏面照射型撮像装置のいずれにも適用することができる。
【００１５】
　本実施形態の画素は、増幅トランジスタ２０５の入力ノードの容量値を変更可能に設け
られた容量２０８を有する。増幅トランジスタ２０５の入力ノードは、少なくとも、ＦＤ
２０３、増幅トランジスタ２０５のゲート電極及びこれらを電気的に接続する導電体を含
んでいる。
【００１６】
　また、切り替えスイッチ２０７により、容量２０８とＦＤ２０３との電気的な接続状態
と非接続状態とを切り替え可能である。容量２０８は、切り替えスイッチ２０７を介して
ＦＤ２０３に電気的に接続されている場合には増幅トランジスタ２０５の入力ノードの一
部を構成する。
【００１７】
　容量２０８とＦＤ２０３とを電気的な接続状態として増幅トランジスタ２０５の入力ノ
ードの容量値を増大させた場合には、容量２０８とＦＤ２０３とを非接続状態とした場合
に比べて増幅トランジスタ２０５の入力ノードにおける電荷電圧変換効率を低くすること
が可能となる。これに対して、容量２０８とＦＤ２０３とを非接続状態として増幅トラン
ジスタ２０５の入力ノードの容量値を小さくした場合には、増幅トランジスタ２０５の入
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力ノードにおける電荷電圧変換効率が高くすることが可能となる。
【００１８】
　電荷電圧変換効率が相対的に低いと、増幅トランジスタ２０５の入力ノードで電圧に変
換された後の電圧振幅が小さくなる。そのため、ＦＤ２０３に転送された電荷量が多い場
合でも増幅トランジスタ２０５の出力信号の線形性を向上させることが可能となる。
これに対して、電荷電圧変換効率が相対的に高いと、増幅トランジスタ２０５の入力ノー
ドで電圧に変換された後の電圧振幅が大きくなる。そのため、ＦＤ２０３に転送された電
荷量が少ない場合でも増幅トランジスタ２０５の出力信号の線形性を向上させることが可
能となる。
【００１９】
　したがって、ＦＤ２０３と容量２０８との電気的な接続状態と非接続状態を切り替える
ことで、ダイナミックレンジの変更が可能となる。
【００２０】
　次に図２を用いて本実施形態の画素を詳細に説明する。
【００２１】
　光電変換部２０１は、入射光量に応じた量の電荷対を光電変換により生じさせ、電子を
蓄積する。転送トランジスタ２０２は光電変換部２０１で蓄積された電子をＦＤ２０３へ
転送する。転送トランジスタ２０２のゲート電極には制御信号ｐＴＸが供給される。ＦＤ
２０３は、転送トランジスタ２０２により転送された信号電荷を保持する。
【００２２】
　増幅トランジスタ２０５は、そのゲート電極がＦＤ２０３に電気的に接続されており、
転送トランジスタ２０２によってＦＤ２０３に転送された電子に基づく信号を増幅して出
力する。より具体的には、ＦＤ２０３に転送された電子は、その量に応じた電圧に変換さ
れ、その電圧に応じた電気信号が増幅トランジスタ２０５を介して画素外へ出力される。
増幅トランジスタ２０５は、電流源２０９とともにソースフォロア回路を構成している。
【００２３】
　リセットトランジスタ２０４は、増幅トランジスタ２０５の入力ノードの電位をリセッ
トする。また、リセットトランジスタ２０４は、リセットトランジスタ２０４のオン期間
と転送トランジスタ２０２のオン期間とを重ねることにより、光電変換部２０１の電位を
リセットすることができる。リセットトランジスタ２０４のゲート電極には制御信号ｐＲ
ＥＳが供給される。
【００２４】
　選択トランジスタ２０６は、１つの信号線２１１に対して複数設けられている画素の信
号を、１画素ずつもしくは複数画素ずつ出力させる。選択トランジスタ２０６のドレイン
は、増幅トランジスタ２０５のソースに電気的に接続され、選択トランジスタ２０６のソ
ースは信号線２１１に電気的に接続されている。本実施形態に代えて、選択トランジスタ
２０６を増幅トランジスタ２０５のドレインと、電源電圧が供給されている電源配線との
間の電気経路に設けてもよい。
【００２５】
　つまり、選択トランジスタ２０６は、増幅トランジスタ２０５と信号線２１１との電気
的導通を制御可能な構成であればよい。選択トランジスタ２０６のゲート電極には、制御
信号ｐＳＥＬが供給される。
【００２６】
　なお、選択トランジスタ２０６を設けずに、増幅トランジスタ２０５のソースと信号線
２１１を接続し、増幅トランジスタ２０５のドレインもしくはゲート電極の電位を切り替
えることにより、画素の選択状態と、非選択状態とを切り替えてもよい。
【００２７】
　次に図３に、図２に示した撮像装置の駆動パルスの一例を示す。ここでは、本実施形態
の特徴に直接関係する駆動タイミングのみについて説明する。図３（ａ）はｎ行目の駆動
タイミングを示し、図３（ｂ）はｎ＋１行目の駆動タイミングを示す。
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【００２８】
　ここで、図３の実線は容量２０８とＦＤ２０３とが接続状態となる画素、もしくは容量
２０８がＦＤ２０３に接続状態となるモードにおける制御信号を示している。
【００２９】
　点線は、容量２０８とＦＤ２０３とが非接続状態となる画素、もしくは非選択状態の画
素、もしくは容量２０８とＦＤ２０３に非接続状態のモードにおける制御信号を示してい
る。各制御信号がハイレベル（Ｈ）の期間において各トランジスタがオンになり、ローレ
ベル（Ｌ）の期間に各トランジスタがオフとなる。
【００３０】
　図３のｐＳＥＬは、選択トランジスタ２０６のゲートに入力される制御信号である。選
択される行においては、期間ｔ１－ｔ８において、ｐＳＥＬはＨレベルになる。選択され
ない行においては、点線のように、期間ｔ１－ｔ８において、ｐＳＥＬはＬレベルになる
。
【００３１】
　ｐＲＥＳは、リセットトランジスタ２０４のゲートに入力される制御信号である。ｐＲ
ＥＳがＨレベルの時、ＦＤの電位をリセットする。
【００３２】
　ｐＴＸは、転送トランジスタ２０２のゲートに入力される制御信号である。ｐＴＸがＨ
レベルの時、光電変換部２０１とＦＤとを接続状態とし、Ｌレベルの時には非接続状態と
する。
【００３３】
　ｐＡＰＰは、切り替えスイッチ２０７に入力される制御信号である。ｐＡＰＰにより、
容量２０８とＦＤ２０３との接続状態を切り替える。ｐＡＰＰがＨレベルの時には、容量
２０８とＦＤ２０３とが接続状態となり、ｐＡＰＰがＬレベルの時には、容量２０８とＦ
Ｄ２０３とが非接続状態となる。
【００３４】
　まず時刻Ｔ＝ｔ１ｎにおいて、制御信号ｐＳＥＬがＬレベルから遷移し始め、所定期間
経過後、Ｈレベルになる。またこの時、制御信号ｐＲＥＳがＨレベルであり、ＦＤ２０３
の電位がＶＤＤになる。
【００３５】
　次に時刻Ｔ＝ｔ２ｎにおいて、制御信号ｐＡＰＰがＬレベルから遷移し始め、所定期間
経過後、Ｈレベルとなる。またこの時、制御信号ｐＳＥＬ及び制御信号ｐＲＥＳはＨレベ
ルである。これにより容量２０８とＦＤ２０３とが電気的な接続状態になり、ＦＤ２０３
及び容量２０８の電位がＶＤＤになる。なお、容量２０８とＦＤ２０３とを非接続状態と
する場合には、ｐＡＰＰ（ｎ）をＬレベルのまま保持する。
【００３６】
　次に時刻Ｔ＝ｔ３ｎにおいて、制御信号ｐＲＥＳがＨレベルから遷移し始め、所定期間
経過後、Ｌレベルとなり、ＦＤ２０３及び容量２０８の電位のリセット動作が完了する。
【００３７】
　時刻Ｔ＝ｔ４ｎにおいて、制御信号ｐＴＸがＬレベルから遷移し始め、所定期間経過後
、Ｈレベルになる。この時、光電変換部２０１とＦＤ２０３が電気的な接続状態になり、
光電変換部２０１の電子がＦＤ２０３に転送される。制御信号ｐＡＰＰがＨレベルであり
、容量２０８とＦＤ２０３とが接続状態であるため、転送された電子はＦＤ２０３及び容
量２０８で保持される。
【００３８】
　時刻Ｔ＝ｔ５ｎ、制御信号ｐＴＸがＨレベルから遷移しはじめ、所定期間経過後、Ｌレ
ベルになる。これにより、光電変換部２０１とＦＤ２０３が非接続状態になる。
【００３９】
　時刻Ｔ＝ｔ６ｎにおいて、制御信号ｐＲＥＳがＬレベルから遷移し始め、所定期間経過
後、Ｈレベルとなることで、ＦＤ２０３及び容量２０８の電位がＶＤＤとなる。
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【００４０】
　時刻Ｔ＝ｔ７ｎにおいて、制御信号ｐＡＰＰがＨレベルから遷移し始め、所定期間経過
後、Ｌレベルになる。これにより、容量２０８とＦＤ２０３とが非接続状態となる。
【００４１】
　時刻Ｔ＝ｔ８ｎにおいて、制御信号ｐＳＥＬがＨレベルから遷移し始め、所定期間経過
後、Ｌレベルになる。これにより、ｎ行目の読み出しが完了する。ｎ＋１行目（図３（ｂ
））以降も同様の動作が繰り返され、画素部１０２の信号読み出しが行われる。
【００４２】
　期間ｔ５ｎ－ｔ８ｎにおける信号線２１１の電圧を信号として用いることで、容量２０
８が接続された状態の画素の信号を画像信号として用いることが可能となる。
【００４３】
　更に、必要に応じて、期間ｔ３ｎ－ｔ４ｎにおける信号線２１１の電圧を信号として用
いることで、画素のノイズ信号を得ることが可能となる。このノイズ信号と前述の信号電
荷との差分を取ることでノイズを低減することが可能となる。
【００４４】
　また、期間ｔ１ｎ－ｔ８ｎにおいて、制御信号ｐＳＥＬをＨレベルに維持している。し
かし、容量２０８とＦＤ２０３とが接続された状態で増幅トランジスタ２０５の入力ノー
ドに保持した信号を信号処理部１０５に読み出す期間だけＨレベルとしてもよい。
【００４５】
　ＦＤ２０３と容量２０８との電気的な接続状態と非接続状態とを切り替えることを、全
画素一括で行ってもよいし、各画素毎あるいは所定の画素毎に行なってもよい。例えば、
カラーフィルタの色毎に容量２０８の電気的な接続状態または非接続状態をいずれかに切
り替えてもよい。
【００４６】
　パルスがＨ（Ｌ）レベルからＬ（Ｈ）レベルへ遷移する際には一定の時間を要する。も
しくは意図的に目的レベルに達するまでの時間を設ける場合もある。図３においてはある
レベルから目的レベルに到達するまでの時間を所定期間として明示しているが、これは意
図的に目的レベルに達するまで所定期間を設ける場合もそうでなく本質的に生じてしまう
時間のいずれであってもよい。
【００４７】
　次に本実施形態の画素の特徴を説明する。図４及び図５に本実施形態の撮像装置の１画
素の特徴を説明するための平面模式図及び断面模式図を示す。
【００４８】
　図４（ａ）は、活性領域の説明を容易にするために、絶縁体分離部３００と、絶縁体分
離部３００で区画された活性領域（３１３Ａ～３１３Ｃ）を示しているが、１画素内には
図４（ｂ）に示すように、図４（ａ）の活性領域に半導体領域が配され、且つ活性領域の
上にゲート電極が配される。尚、図４（ｂ）では、図４（ａ）で付した活性領域の符号（
３１３Ａ～３１３Ｃ）を省略している。
【００４９】
　また、図５（ａ）及び図５（ｂ）は、図４（ｂ）のＡ－Ｂ線における断面模式図であり
、容量２０８の構成例を説明する図である。
【００５０】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）は１画素を平面視で示した図である。後述する図５（ａ）な
どの断面模式図からも明らかなように、半導体基板３２０の表面側に、絶縁体分離部３０
０が設けられており、絶縁体分離部３００によって、活性領域は区画される。換言すると
、活性領域が絶縁体分離部３００によって囲まれている。
【００５１】
　尚、本実施形態においては、活性領域を区画する絶縁体分離部３００を配した例を用い
て説明するが、絶縁体分離部３００に代えてＰＮ接合分離部を配してもよい。
【００５２】
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　ここで説明する実施形態において、活性領域は、絶縁体分離部３００に区画された活性
領域３１３Ａ（第１活性領域）、３１３Ｂ（第２活性領域）、３１３Ｃ（第３活性領域）
を備えている。そして、第１活性領域３１３Ａと第２活性領域３１３Ｂは第１方向に沿っ
て並んで配されている。
【００５３】
　また、第２活性領域３１３Ｂは、平面視において、第１方向よりも、第１方向に直交す
る第２方向（典型的には第１方向と直交する方向）に長い形状を有している。そして、第
２活性領域３１３Ｂと第３活性領域３１３Ｃとが第２方向に沿って、並んで配されている
。なお、本実施例では、基準電位が供給される領域として第３活性領域３１３Ｃを配した
が、配さなくてもよい。
【００５４】
　各活性領域（３１３Ａ、３１３Ｂ、３１３Ｃ）の表面は、絶縁膜３１６で覆われている
。そのため、電極、ゲート電極（以下電極等）は各活性領域の上部に、絶縁膜３１６の一
部を介して配されている。この絶縁膜３１６は、例えば酸化シリコンにより構成される。
この絶縁膜３１６をＣＶＤ法によって成膜した場合、絶縁体分離部３００の表面にも絶縁
膜３１６が配される。一方で熱酸化法によって絶縁膜３１６を配する場合には、絶縁体分
離部３００の表面に絶縁膜３１６は実質的に配されない。これに対し、ＰＮ接合分離部に
よって、活性領域を区画した際には、どちらの方法で絶縁膜３１６を構成してもＰＮ接合
分離部の上に絶縁膜３１６が配される。
【００５５】
　また、電極等の下部に位置しない活性領域は、その表面の少なくとも一部が、電極等の
下部に位置する絶縁膜と異なる絶縁膜が配されていてもよい。異なる絶縁膜とは例えば電
極等の下部に位置する絶縁膜を形成した後に、電極等の下部以外の絶縁膜を除去した後、
別の絶縁膜を形成するような場合である。
【００５６】
　以下では、電極等の下部に位置する絶縁膜と、電極等の下部以外に位置する、活性領域
の表面に配される絶縁膜とが、同一の絶縁膜の場合について説明する。
【００５７】
　図４（ｂ）に示すように、第１活性領域３１３Ａには、第２方向に沿って光電変換部２
０１、ゲート電極４０２、Ｎ型半導体領域（第３半導体領域）３０３Ａが配される。また
、第１活性領域３１３Ａの上には、絶縁膜３１６を介してゲート電極４０２が配されてお
り、第２活性領域３１３Ｂの上には、絶縁膜３１６を介して電極４０４が配されている。
【００５８】
　そして、図４（ｂ）のように第２活性領域３１３Ｂは、平面視において電極４０４を挟
むように、第１領域３２３と、第２領域３２４を有している。
【００５９】
　第１領域３２３には、ＦＤ２０３の少なくとも一部を構成するＮ型半導体領域（第１半
導体領域）３０３Ｂが配されている。
【００６０】
　そして、第２領域３２４には、絶縁膜３１６と界面を構成するＰ型半導体領域３１２（
第２半導体領域）が配されている。
【００６１】
　ＦＤ２０３は、第１半導体領域３０３Ｂと第１活性領域３１３Ａに配された第３半導体
領域３０３Ａとを有する。
【００６２】
　図５（ａ）は図４（ｂ）のＡ－Ｂ線における断面模式図であり、電極４０４を挟んで、
第１領域３２３と第２領域３２４が配されている。この第１領域３２３には、Ｎ型半導体
領域３０３Ｂが配されている。そして、第２領域３２４には、絶縁膜３１６と界面を構成
するＰ型半導体領域３１２が配されている。また、第１半導体領域（３０３Ｂ）も絶縁膜
３１６と界面を構成している。
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【００６３】
　図５（ａ）の例では、電極４０４の下部の半導体領域には、絶縁膜３１６を介して印加
される電界によって、電極４０４の下部の活性領域の表面に配されたＰ型半導体領域３１
２が反転して電荷蓄積領域となる表面型ＭＯＳ容量を構成する。これによって図２の容量
２０８が構成される。その他の実施形態を実施例で後述する。
【００６４】
　さらに、電極４０４は、図２の切り替えスイッチ２０７に含まれる。電極４０４に印加
される制御信号ｐＡＰＰによって後述する容量２０８のＦＤ２０３に対する電気的な接続
状態と非接続状態とを切り替えることができる。
【００６５】
　容量２０８では、電極４０４の下部の活性領域の表面に電位の井戸が生じ、その部分に
電子が蓄積される。ただし、この電位の井戸に上述の第２領域３２４の表面からの電子が
混入することで、容量２０８をＦＤ２０３に対して接続状態とした際に、ＦＤ２０３にノ
イズを混入してしまう恐れがある。
【００６６】
　そこで、第２領域３２４に、その上部に絶縁膜３１６が配されたＰ型半導体領域３１２
を配することで、上述のノイズとなりうる電子がＰ型半導体領域３１２の多数キャリアで
ある正孔と再結合する。これにより、Ｎ型半導体領域３０３Ｂに混入する電子を減らすこ
とができ、ノイズを低減することが可能となる。より好ましくは、Ｐ型半導体領域３１２
は絶縁膜３１６と界面を構成するのがよい。
【００６７】
　また、活性領域と絶縁体分離部３００の界面では、主に酸化シリコンで構成される絶縁
体分離部３００と、半導体基板３２０の主の構成要素であるシリコンとの膨張係数の違い
などにより、欠陥が生じ、不要電荷を生じる恐れがある。
【００６８】
　そのため、第２領域３２４には、活性領域と絶縁膜３１６との界面から少なくとも絶縁
体分離部３００の底の深さまでＰ型半導体領域４１２を配するのがよい。これによって、
容量２０８と絶縁体分離部３００をオフセットし、絶縁体分離部３００から生じるノイズ
を低減することが可能となる。
【００６９】
　本実施形態では、表面型ＭＯＳ容量を用いて説明したが、図５（ｂ）のように、電極４
０４の下部の活性領域の表面にＮ型半導体領域を配して、埋め込み型のＭＯＳ容量とする
こともできる。
【００７０】
　また、本実施形態では、第２領域３２４に、Ｐ型半導体領域としてＰウェルを構成する
Ｐ型半導体領域３１２を配した例を示した。ただし、第２領域３２４に配されるＰ型半導
体領域の深さは特に限定されるものではない。したがって、第２領域３２４の絶縁膜３１
６との界面を構成する領域以外の領域がＮ型半導体領域となっていてもよい。即ち、第２
領域３２４に設けられたＰ型半導体領域の下にＮ型半導体領域が設けられていてもよい。
【００７１】
　また、ここでは、Ｐ型半導体領域３１２の上に配される絶縁膜３１６を電極４０４の下
部に位置する絶縁膜３１６と同じ絶縁膜として説明した。しかし、例えば層間絶縁膜のよ
うに、電極の下部に位置する絶縁膜３１６とは異なった絶縁膜がＰ型半導体領域３１２の
上に配されてもよい。
【００７２】
　さらに、本実施形態では、光電変換部２０１が配される活性領域３１３Ａと、容量２０
８が配される活性領域３１３Ｂとを別の活性領域としたが、必ずしもそれぞれが別の活性
領域である必要はなく、同一活性領域としてもよい。
【００７３】
　以下、本実施形態で説明した撮像装置の具体的な実施例を説明する。
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【００７４】
　（実施例１）
　図６に本実施例の撮像装置の１画素の特徴を説明するための平面模式図及び断面模式図
を示す。図１～５と同様の機能を有する部分には同様の符号を付し詳細な説明を省略する
。本実施例において、第２半導体領域に該当するのはＰ型半導体領域４０５である。Ｐ型
半導体領域４０５は、Ｐ型のウェルを構成するＰ型半導体領域４１２に配される。
【００７５】
　図６（ａ）は本実施例の撮像装置の１画素の平面模式図を示す。本実施例の活性領域の
構成は、実施形態の図４（ａ）で示した活性領域（３１３Ａ、３１３Ｂ、３１３Ｃ）と同
様に、絶縁体分離部３００によって区画されている。
【００７６】
　また、本実施例では、実施形態で説明した図４（ｂ）の構成と同様に、平面視において
、第２活性領域３１３Ｂは、電極４０４を挟んで配された、第１領域３２３と第２領域３
２４を含んでいる。そして、Ｎ型半導体領域３０３Ｂが第１領域３２３に配され、Ｐ型半
導体領域４０５が第２領域３２４に配されている。Ｐ型半導体領域４０５は、Ｐ型半導体
領域４０５の下部に配されたＰ型半導体領域４１２よりも不純物濃度が高い。
【００７７】
　活性領域３１３Ａには、第１方向に直交する第２方向に沿って、光電変換部２０１、ゲ
ート電極４０２、Ｎ型半導体領域３０３Ａが配されている。そして、活性領域３１３Ｂに
は、第２の方向に沿って、Ｎ型半導体領域４０６、ゲート電極４０７、Ｎ型半導体領域４
０８、ゲート電極４０９、Ｎ型半導体領域４１０、ゲート電極４１１、Ｎ型半導体領域３
０３Ｂ、電極４０４、Ｐ型半導体領域４０５が配されている。
【００７８】
　ここで、活性領域３１３Ａに配されているＮ型半導体領域３０３Ａと活性領域３１３Ｂ
に配されているＮ型半導体領域３０３Ｂ及びＮ型半導体領域３０３Ｂに電気的に接続され
る容量２０８、ゲート電極４０９は導電体によって接続されている。ＦＤ２０３はＮ型半
導体領域３０３Ａ、３０３Ｂを有している。
【００７９】
　次に図６（ｂ）は図６（ａ）のＣ－Ｄ線に沿った断面模式図、図６（ｃ）は図６（ａ）
のＡ－Ｂ線に沿った断面模式図である。まず図６（ｂ）について説明する。
【００８０】
　光電変換部２０１は、Ｎ型半導体領域４０１とＰ型半導体領域４１２により構成される
ＰＮ接合を有している。本実施例では光電変換部２０１はフォトダイオードである。また
Ｎ型半導体領域４０１の表面にＰ型半導体領域４１５が配されることで埋め込み型のフォ
トダイオードを構成している。ここでＮ型半導体領域４０１は各トランジスタのソース、
ドレインを構成する半導体領域に比べ、絶縁膜３１６に対して深い位置まで配されている
。
【００８１】
　図２の転送トランジスタ２０２は、ドレインとなるＮ型半導体領域４０１、ゲート電極
４０２、ソース領域となるＮ型半導体領域３０３Ａにより構成される。
【００８２】
　次に、図６（ｃ）に示した、活性領域３１３Ｂについて説明する。
【００８３】
　図２のリセットトランジスタ２０４は、ソース領域となるＮ型半導体領域３０３Ｂ、ゲ
ート電極４１１、ドレイン領域となるＮ型半導体領域４１０により構成される。図２のリ
セットトランジスタ２０４は、ソース領域となるＮ型半導体領域３０３Ｂ、ゲート電極４
１１、ドレイン領域となるＮ型半導体領域４１０により構成される。図２の増幅トランジ
スタ２０５は、ドレイン領域となるＮ型半導体領域４１０、ゲート電極４０９、ソース領
域となるＮ型半導体領域４０８により構成される。図２の選択トランジスタ２０６は、ド
レイン領域となるＮ型半導体領域４０８、ゲート電極４０７、ソース領域となるＮ型半導
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体領域４０６により構成される。
【００８４】
　そして、第３活性領域３１３ＣにはＰ型半導体領域４１４が配されている。このＰ型半
導体領域４１４には、ウェルを構成するＰ型半導体領域４１２に所定の電位を供給するコ
ンタクトプラグが接続されている。このような構成により、Ｐ型半導体領域４１２の電位
変化を抑制することができる。所定の電圧とは例えば接地電位である。
【００８５】
　そして、図２の切り替えスイッチ２０７は、電極４０４を含み、電極４０４に供給され
る電圧により、容量２０８のＦＤに対する電気的な接続状態と非接続状態とを切り替える
。
【００８６】
　本実施例で第２領域３２４には、絶縁膜３１６と界面を構成するＰ型半導体領域４０５
が配されている。
【００８７】
　さらに、第２領域３２４には、Ｐ型半導体領域４０５の下には、少なくとも絶縁体分離
部３００の底の深さまで、Ｐ型半導体領域４１２が配されている。この時、Ｐ型半導体領
域４１２は、Ｐウェルで構成されてもよい。また、Ｎウェルの上にＰ型半導体領域４１２
が配されていてもよい。
【００８８】
　ここで、絶縁体分離部３００の底とは、絶縁体分離部３００がＰ型半導体領域４１２と
界面を構成する深さであって最も深い位置のことである。
【００８９】
　上述したようにＰ型半導体領域４０５の不純物濃度は、Ｐ型半導体領域４１２の不純物
濃度よりも高い。このような構成とすることにより、容量２０８に近接する部分（第２領
域３２４の表面近傍）のＰ型の不純物濃度が図５（ａ）や図５（ｂ）の構成に比べて高く
することができる。そのため、Ｐ型半導体領域４０５を設けずに、Ｐ型半導体領域４１２
が絶縁膜３１６と界面を構成した形態よりも、半導体領域の表面の結晶欠陥によるノイズ
を低減することが可能となる。
【００９０】
　Ｐ型半導体領域４０５を形成する方法としては、例えば、電極４０４をマスクとして用
いて、予め設けられたＰ型半導体領域４１２の一部の領域にイオン注入をすることで形成
することができる。
【００９１】
　以上のことから、本実施例によれば、絶縁膜３１６との界面の結晶欠陥によるノイズを
低減するとともに、絶縁体分離部３００から生じるノイズを低減することが可能となる。
【００９２】
　（実施例２）
　図７に本実施例の撮像装置の１画素の特徴を説明するための平面模式図及び断面模式図
を示す。図１～６と同様の機能を有する部分には同様の符号を付し詳細な説明を省略する
。
【００９３】
　図７（ａ）は本実施例の撮像装置の１画素の平面模式図である。本実施例では、平面視
で、第２領域３２４に、Ｐ型半導体領域４１２を形成し、Ｐ型半導体領域５０５が電極４
０４に対してオフセットするようにＰ型半導体領域４１２の表面に配される。この、Ｐ型
半導体領域５０５が電極４０４に対してオフセットした領域をオフセット領域５１８とし
た時、オフセット領域５１８を間に挟んで、Ｐ型半導体領域５０５が設けられている点が
実施例１と異なる。
【００９４】
　このため、本実施例では，オフセット領域５１８とＰ型半導体領域５０５とが、第２領
域３２４に配されている。
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【００９５】
　図７（ｂ）は図７（ａ）のＡ－Ｂ線に沿った断面模式図である。前述したオフセット領
域５１８は、Ｐ型半導体領域５０５よりも不純物濃度の低いＰ型半導体領域４１２で構成
されている。
【００９６】
　図３を用いて、オフセット領域５１８を設ける理由を説明する。
【００９７】
　図３の時刻ｔ２ｎから時刻ｔ７ｎの期間では、制御信号ｐＡＰＰがハイレベルである。
そのため、切り替えスイッチ２０７の電極４０４の電位はハイレベルになっている。
【００９８】
　それに対してＰ型半導体領域４１２の電位は、接地レベルになるように構成されている
ため、Ｐ型半導体領域５０５の電位も接地レベルに近い電位となっている。したがって、
切り替えスイッチ２０７の電極４０４とＰ型半導体領域５０５との間に高電界が生じる。
ただし、実際には、例えば、電極４０４の下部のＰ型半導体領域４１２が反転して、表面
型ＭＯＳ容量を構成したりと、必ずしもＰ型半導体領域４１２のすべての領域が同一の接
地電位になるとは限らない。
【００９９】
　この時に、高電界が印加される領域にノイズとなる電荷が存在するとホットキャリア増
幅と呼ばれる現象が生じる可能性がある。ホットキャリア増幅が生じると、Ｎ型半導体領
域３０３Ｂへ電荷が混入し、これがノイズとなる。このホットキャリア増幅を抑制するた
めには切り替えスイッチ２０７の電極４０４とＰ型半導体領域５０５との間の電界を緩和
すればよい。
【０１００】
　そこで、本実施例においては、電極４０４とＰ型半導体領域５０５との間に、Ｐ型半導
体領域５０５よりも不純物濃度の低いＰ型半導体領域４１２（オフセット領域５１８）を
設けている。このような構成によって、電極４０４とＰ型半導体領域５０５の間にＰ型半
導体領域４１２（オフセット領域５１８）を設けない場合に比べて広い空乏層が広がる。
そのため、電極４０４とＰ型半導体領域５０５の間の電界を緩和することが出来る。
【０１０１】
　電極４０４との間にオフセット領域５１８を設けてＰ型半導体領域５０５を配する方法
としては、例えば、電極４０４の側壁に絶縁体で形成したサイドスペーサを用いる方法が
ある。具体的には、サイドスペーサをマスクとして用いて、予め設けられたＰ型半導体領
域４１２にイオン注入することで、電極４０４との間にＰ型半導体領域４１２を挟んで、
Ｐ型半導体領域５０５を配することができる。
【０１０２】
　したがって、本実施例によれば、ホットキャリア増幅の発生を抑制し、更にノイズを減
らすことが出来る。
【０１０３】
　（実施例３）
　図８に本実施例の撮像装置の１画素の特徴を説明するための平面模式図及び断面模式図
を示す。図１～７と同様の機能を有する部分には同様の符号を付し詳細な説明を省略する
。
【０１０４】
　図８（ａ）は、本実施例の撮像装置の１画素の平面模式図である本実施例では実施例２
のオフセット領域５１８にＰ型半導体領域６１９を配している点が実施例２と相違する。
つまり、本実施例では、平面視において、第２領域３２４において、Ｐ型半導体領域６０
５が、電極４０４との間に、不純物濃度がＰ型半導体領域４１２の不純物濃度よりも高い
Ｐ型半導体領域６１９を間に挟んで、設けられている点が実施例２と相違する。
【０１０５】
　図８（ｂ）は図８（ａ）のＡ－Ｂ線に沿った断面模式図である。
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【０１０６】
　前述したＰ型半導体領域６１９は、Ｐ型半導体領域４１２よりも不純物濃度が高く、Ｐ
型半導体領域６０５よりも不純物濃度が低い領域である。
【０１０７】
　このように第２領域３２４に、Ｐ型半導体領域６０５と電極４０４の間にＰ型半導体領
域６１９を配することで、Ｐ型半導体領域６１９を低濃度の電界緩和領域とし、Ｐ型半導
体領域６０５とゲート電極間の電界を緩和することができる。このような構造をＬＤＤ構
造という。これにより、ホットキャリア増幅を抑制することができ、信頼性および耐圧を
向上させることができる。
【０１０８】
　更に周辺回路にＬＤＤ構造を有するＰＭＯＳトランジスタを設けた場合には、本実施例
のＰ型半導体領域６０５及びＰ型半導体領域６１９と周辺回路のＰＭＯＳトランジスタの
ソース及びドレインを形成する不純物イオン注入工程を同一工程にしてもよい。
【０１０９】
　本実施例の画素がこのような構造を形成することで、本実施例の構成を適応した画素の
製造工程において、特段の製造プロセス工程を増やすことなく、周辺回路と一緒に画素を
形成することが可能となる。
【０１１０】
　ここで周辺回路領域とは、半導体基板３２０上の、複数の画素が配列された領域の周辺
部に配された領域を言う。この周辺回路領域には、先に説明した制御信号ｐＳＥＬ、ｐＲ
ＥＳ、ｐＴＸ、ｐＡＰＰなどを出力する制御回路が設けられている。また周辺回路領域に
は、複数の画素から図２に示す信号線２１１を通して出力された信号を、サンプリングし
たり、出力したりする回路が設けられている。これは以下の実施例においても同様である
。
【０１１１】
　本実施例では、Ｐ型半導体領域６０５と電極４０４の間にＰ型半導体領域６０５よりも
不純物濃度の低く、Ｐ型半導体領域４１２よりも不純物濃度の高いＰ型半導体領域６１９
を設けた。前述した実施例２と同様に容量２０８の電極４０４とＰ型半導体領域６０５と
の間の電界を緩和することが可能であり、ホットキャリア増幅を抑制し、ノイズを抑制す
ることが出来る。
【０１１２】
　（実施例４）
　図９に本実施例の撮像装置の１画素の特徴を説明するための平面模式図及び断面模式図
を示す。図１～８と同様の機能を有する部分には同様の符号を付し詳細な説明を省略する
。
【０１１３】
　図９（ａ）は本実施例の撮像装置の１画素の平面模式図である。本実施例では、平面視
において、第２領域３２４において、Ｎ型半導体領域３０３Ｂが第１領域３２３に配され
、不純物濃度がＰ型半導体領域４１２の不純物濃度よりも高いＰ型半導体領域７０５が第
２領域３２４に配されている点は実施例１と同様であるが、Ｐ型半導体領域７０５の下に
Ｎ型半導体領域７１７を配している点が実施例１と相違する。図９（ｂ）は図９（ａ）の
Ａ－Ｂ線に沿った断面模式図である。
【０１１４】
　図９（ｂ）に示すように、本実施例では、Ｐ型半導体領域７０５の下に、Ｐ型半導体領
域７０５と界面を構成するＮ型半導体領域７１７が設けられている。このＮ型半導体領域
７１７が、前述した表面型ＭＯＳ容量又は、埋め込み型のＭＯＳ容量に電気的に接続され
る。そして、Ｎ型半導体領域７１７が構成するＰＮ接合容量は、容量２０８の一部を構成
する。
【０１１５】
　なお、Ｐ型半導体領域７０５とＮ型半導体領域７１７は、第２領域３２４にイオン注入
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することによりＰ型半導体領域７０５とＮ型半導体領域７１７とを深さ方向にこの順に配
する。
【０１１６】
　本実施例では、第２領域３２４に配されたＰ型半導体領域７０５は、必ずしもＰ型半導
体領域４１２よりも不純物濃度が高くなくてもよい。その場合には、Ｐ型半導体領域７０
５をＰウェルであるＰ型半導体領域４１２で置き換えることができる。
【０１１７】
　（実施例５）
　図１０に本実施例の撮像装置の１画素の特徴を説明するための平面模式図及び断面模式
図を示す。図１～９と同様の機能を有する部分には同様の符号を付し詳細な説明を省略す
る。
【０１１８】
　図１０（ａ）は本実施例の撮像装置の１画素の平面模式図である。図１０（ｂ）は図１
０（ａ）のＡ－Ｂ線に沿った断面模式図である。本実施例の活性領域３１３Ａ～３１３Ｃ
は、図１０（ｃ）に示すように、第１活性領域３１３Ａの形状が実施例１～４の第１活性
領域３１３Ａと異なっている。そして、第１活性領域３１３Ａに、電極４０４と第２領域
３２４が配されている点が実施例１～実施例４と相違する。本実施例では、第１活性領域
３１３Ａに、電極４０４を挟んで、Ｎ型半導体領域３０３ＡとＰ型半導体領域８０５が配
されている。Ｎ型半導体領域３０３Ａが配される領域が第１領域３２３に対応し、Ｐ型半
導体領域８０５が配される領域が第２領域３２４に対応する。
【０１１９】
　本実施例では、第１活性領域３１３Ａに、光電変換部２０１、Ｎ型半導体領域３０３Ａ
、電極４０４、Ｐ型半導体領域８０５が配される。また、第２活性領域３１３Ｂには、Ｎ
型半導体領域４０６、ゲート電極４０７、Ｎ型半導体領域４０８、ゲート電極４０９、Ｎ
型半導体領域４１０、ゲート電極４１１、Ｎ型半導体領域３０３Ｂが配される。第３活性
領域３１３Ｃには、Ｐ型半導体領域４１４が配され、このＰ型半導体領域４１４には、Ｐ
型半導体領域４１２に電位を供給するコンタクトプラグが接続されている。
【０１２０】
　本実施例では、ＦＤ２０３はＮ型半導体領域３０３Ａ、３０３Ｂとを有する。
【０１２１】
　以上、具体的な実施例を挙げて本発明の説明を行ったが、本発明は上記実施の形態に制
限されるものではなく、本発明の目的および範囲から離脱することなく、様々な変更及び
変形が可能である。
【０１２２】
　たとえば、絶縁体分離部３００と活性領域の界面にチャネルストップ領域とよばれる高
濃度の半導体領域が設けられる場合がある。これによってＮ型のデバイス間のチャネル形
成を抑制する場合には、Ｐ型の高濃度の半導体領域が用いられ、Ｐ型のデバイス間のチャ
ネル形成を抑制する場合には、Ｎ型の高濃度の半導体領域が用いられる。上述の各実施例
においては、光電変換部２０１、容量２０８、画素のトランジスタはＮ型のデバイスであ
るため、チャネルストップ領域はＰ型の半導体領域が用いられる。
【０１２３】
　上述の各実施例においてもこのようなチャネルストップ領域を設けてもよい。その場合
には、Ｐ型半導体領域３１２、４０５、４１２，５０５，６０５，７０５，８０５と絶縁
体分離部３００との界面にＰ型のチャネルストップ領域を設けてもよい。このような構成
にすることで、絶縁体分離部３００から生じるノイズを低減することも可能となる。これ
は他の実施例においても同様である。
【０１２４】
　（実施例６）
　図１１に本実施例の撮像装置の１画素の特徴を説明するための平面模式図及び断面模式
図を示す。また、図１２に駆動タイミング図を示す。図１～１０と同様の機能を有する部
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分には同様の符号を付し詳細な説明を省略する。
【０１２５】
　図１１（ａ）は１画素の平面模式図である。本実施例では、第３活性領域３１３Ｃが配
されていない点が実施例１から５と異なる点である。
【０１２６】
　図１１（ｂ）は図１１（ａ）のＡ－Ｂ線に沿った断面模式図である。
【０１２７】
　本実施例では、Ｐ型半導体領域９０５には、基準電位が供給されたコンタクトプラグが
絶縁膜３１６を貫通してＰ型半導体領域９０５に接続される。この構成により、実施例１
～５で用いていたＰ型のウェル領域４１２に基準電位を供給するためのＰ型半導体領域４
１４と、第２領域３２４に配されたＰ型半導体領域（４０５～８０５）とを共通にし、Ｐ
型半導体領域９０５とする構成である。
【０１２８】
　なお、この構成はすべての実施例に適応可能である。これによって第３活性領域３１３
Ｃを設けないことで、平面レイアウトを縮小できるため、容量２０８、もしくは光電変換
部２０１の平面視における面積を増大させることが可能となる。
【０１２９】
　例えば、本実施例では電極４０４の面積を拡大することで、容量２０８の容量値を増加
させることが出来る。そのため、容量２０８をＦＤ２０３に電気的に接続した時に、増幅
トランジスタ２０５の入力ノードの容量値を増加させることが可能となり、ダイナミック
レンジをより拡大することが可能である。
【０１３０】
　また、光電変換部２０１を拡大した場合は飽和信号量の増大が可能となる。また、増幅
トランジスタ２０５を拡大した場合は、１／ｆノイズを低減し、画質を向上させることが
可能となる。
【０１３１】
　（駆動方法の変形例）
　図１２に記載の駆動方法の変形例について説明する。図１２（ａ）、（ｂ）は、容量２
０８を非接続状態とした際のＫ行目の画素の駆動タイミングと、Ｋ＋１行目の画素の駆動
タイミングの一例を示す。図３の駆動タイミング図とは、所望の蓄積時間の信号を得るた
めに光電変換部２０１の電荷をリセットする動作である時刻ｔ１ｋから時刻ｔ２ｋが追加
されている点で異なる。
【０１３２】
　図１２（ａ）において、光電変換部２０１に信号を蓄積している期間であるｔ２ｋから
ｔ６ｋの期間に、光電変換部２０１にノイズとなる電荷が混入してしまう場合がある。
これを抑制するために、本実施例では時刻ｔ２ｋから時刻ｔ４ｋの期間でｐＡＰＰ（ｋ）
をＨｉｇｈレベルとし、容量２０８をリセットする。
【０１３３】
　この駆動制御により、Ｐ型半導体領域９０５でノイズとなる電子が生じた場合に、光電
変換部２０１よりも近傍にあり、且つ高いポテンシャルにリセットされているＮ型半導体
領域３０３Ｂへと電子を誘導する。それによって、光電変換部２０１へ暗電流が混入する
ことを抑制できる。
【０１３４】
　なお、容量２０８を動作状態とし、Ｎ型半導体領域３０３Ｂの容量値を増大させること
でダイナミックレンジを拡大した状態で、信号を読み出す際には時刻ｔ４ｋでｐＡＰＰ（
ｋ）をローレベルにしなくてもいい。
【０１３５】
　本変形例は上述の全ての実施例に共通して適用可能な駆動方法である。特に、実施例６
には、適用するほうがよい。なぜならば、実施例６では、Ｐ型半導体領域４０５にコンタ
クトプラグが接続され、その部分において、ノイズと成る電子が発生する場合があるから
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である。このようなノイズに対し本変形例を適用することで、更にノイズを低減させるこ
とが可能となる。
【符号の説明】
【０１３６】
　３０３Ｂ　第１半導体領域
　３１２　第２半導体領域
　３１６　絶縁膜
　３２３　第１領域
　３２４　第２領域
　４０４　ゲート電極

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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